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平成 24年 10月に障害者虐待防止法が施行され、市町村では、法に基づく責務を果たすた

め虐待事案に対応いただいているところです。しかしながら、厚生労働省「都道府県・市区町

村における障がい者虐待事例への対応状況等（調査）」（以下、「国調査」とする）の平成 25年

度以降の調査結果において、大阪府の養護者による虐待件数は毎年全国最多となっており、今

後、一層、虐待防止に向けた取組みが求められています。 

虐待防止に向けた取組みのためには、まず、国調査のような通報件数、虐待件数などの数値

的な把握に加え、被虐待者・虐待者の背景や虐待事案に対する支援内容等について具体的な状

況を把握し、そこからみえてきた課題について対応策を講じていくことが重要と考え、平成

26年度から、府内７市、大阪府（障がい福祉室地域生活支援課地域生活推進グループ、大阪

府こころの健康総合センター、大阪府障がい者自立相談支援センター）において「障がい者虐

待要因分析ワーキング」を開催しました。 

 本ワーキングにおいて、 

・障がい者虐待に至るハイリスク要因の割り出し、その気づき力の向上 

・事案終結までのスキームに沿った適切な対応力の向上 

を目的とし、その対応方策を検討しました。 

検討の結果として、市町村における虐待事例の傾向把握や対応方法の振り返りを行い、虐待

事案を網羅的に管理するツールとしての「虐待対応レビューシート」を作成するとともに、ワ

ーキング参加市における虐待事案について、ハイリスク要因等の傾向分析や、具体的な事例を

もとに対応事例集の作成を行いました。 

また、平成 28年度以降、国調査の内容について新規項目が追加されるなど、大きく変更が

なされたことを踏まえ、国調査との整合性を図る形で内容の改訂を行いました。 

 
 市町村では、日々の障がい者虐待への対応において、独自に虐待対応の管理表などを作成

し管理されているところもあることと思います。上記レビューシート等の対応ツールでは、

単に事例の管理のみならず、事例を網羅的に見ることによって、地域での傾向を把握し、ハ

イリスク要因等に早期に対応いただくことも視野に入れて作成しましたので、現在活用され

ている管理表などにその内容も加味していただき、貴市町村における障がい者虐待防止に少

しでも役立てていただくことを願っています。 
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１：障がい者虐待対応レビューシートとは？ 

 

 「障がい者虐待対応レビューシート」は、1人の被虐待者について、市町村が通報・届出・

相談を受理してから、事案の内容や対応状況について、エクセルの 1 段を使用し、横へ記載

していくシート（台帳）です。 

エクセルのシートごとに以下のようになっています。 

 

●養護者による虐待については、 

Sheet１ ･･････ Ａシート「基本情報台帳」 及び Ｂシート「対応・支援台帳」 

Sheet２ ･･････ Ａシート、Ｂシート【記入例】 

Sheet３ ･･････ Ｃシート「レビュー台帳」 

Sheet４ ･･････ Ｃシート【記入例】 

 

●施設従事者による虐待については、 

Sheet５ ･･････ 施設従事者シート 

 

●使用者による虐待については、 

Sheet６ ･･････ 使用者シート 

 

基本的な項目や、毎年行われる厚生労働省の「都道府県・市区町村における障がい者虐待事

例への対応状況等に関する調査」（以下「国調査」という）で必要な項目については、上記シ

ートに記載した内容から、以下シートに自動集計されます。 

Sheet７ ･･････ 養護者 集計シート（Ａシートに入力した項目から集計） 

Sheet８ ･･････ 施設従事者 集計シート（施設従事者シートから集計） 

Sheet９ ･･････ 使用者 集計シート（使用者シートから集計） 

Sheet10 ･･････ 参考資料（府対応マニュアル様式３「事実確認チェックシート」） 

 

 

１－１．各シートの目的 

共通の目的 ：  

① 各個別の虐待事例を通報から調査、支援、終結に至るまで継続的に記録するため、全ケ
ースの状況を一覧で把握でき、対応の漏れを防ぎケースの進捗管理ができる。 

② エクセルの台帳なので、国調査等での集計が容易になり、虐待事例に係る傾向把握が可
能 
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●【養護者シート】  

（Ａシート：基本情報台帳）  

① Ａシートは、国調査の項目と、虐待事案の基礎情報についての項目で構成されており、
通報や相談に関し、被虐待者、虐待者の状況把握、事実確認状況や虐待認定の有無など

について記載するようになっています。 

② ほとんどの項目がプルダウンリストから選択して入力するようになっており、国調査の
調査項目と合わせた内容としているため、報告が容易になるとともに、虐待事案につい

て一覧で状況把握することができます。 

（Ｂシート：対応・支援台帳） 

① 当初の支援策やモニタリングの状況などの項目を記載するようになっており、市町村
における対応・支援の状況が管理できます。 

② 虐待の終結の判断（初動期対応で終結した場合）や、終結の際の引継ぎ機関などを記載
することにより、虐待が終結した後も被虐待者や養護者に対する必要な支援策の検討

に活用できます。 

※ＡシートとＢシートはエクセルの同じシート上で、同一対象者の欄を横につなげて記載し 

ていきます。 

（Ｃシート：レビュー台帳） 

① 各ケースの担当者が直近の状況を記載しておき、組織として定期的（３か月から６か月
に一度）に全ケースの振り返りを行うレビュー会議を行う際に使用します。 

② レビュー会議で全ケースを一覧で振り返ることで、対応の遅れを防ぎ、支援策の見直し
や、終結の判断（初動期対応の後も継続して支援を行った場合）などを組織的に行うこ

とができます。 

 

●【施設従事者シート】、【使用者シート】 

  国調査の項目と、虐待事案の基礎情報についての項目で構成されており、国調査での集計、

報告が容易になります。また、事実確認状況や、大阪府、労働局、関係市町村、関係機関等

への必要な連携や報告ができているか記載することで進捗管理が容易になり、報告のもれを

防ぐことができます。 

 

●【各集計シート】 

  プルダウンで選ぶ基礎的な項目や、国調査で必要となる項目について、それぞれのシート

に自動集計されます。 
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１－２．各シート記載の流れについて 

 「市町村職員のための障がい者虐待対応マニュアル 令和５年９月改定」Ｐ.12 

の「◆市町村における障がい者虐待対応の流れ」のフローを各シートの記載内容に反映して

います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ⅲ 見守り支援 
・見守りのための体制

整備・役割分担 
・会議等の開催による

情報共有・交換 
        など 

虐待を受けたと思われる 
障がい者を発見した者 

虐待を受けた障がい者 
 

（１）相談・通報・届出（受付記録の作成） 
（市町村等の障がい者虐待対応窓口（市町村障がい者虐待防止センター） 

（疑わしい場合）直ちに招集 

 
（４）立入調査（安否確認） 
障がい者の状況や事実関係、安否の確認 

（３）事実確認、訪問調査 
障がい者の状況や事実関係、安否の確認 

 （２）コアメンバー会議 
対応方針の協議（通報等の内容を詳細に検討） 

Ⅰ 緊急介入 
・保護・分離 
・やむを得ない事由 
による措置 

・面会制限 
   など 

Ⅱ 要介入 
・適切な福祉・医療

サービスの導入 
・成年後見制度など

の導入 
など 

（５）対応方針検討会議の開催 
《コアメンバー、事案対応メンバー、専門家チーム》 
 
※立入調査で緊急に保護する必要がある場合は省略し 
 （６）Ⅰ 緊急介入へ 

【
各

段
階

で
の

緊
急

性
の

判
断

】
 

（６）支援の実施 

障がい者・養護者等 
 

養護者への相談・指導及び助言、養護者負担の軽減、成年後見制度利用開始の審判請求 

（８）虐待対応の終結 

相届通

（特に緊急性が高いと判断される場合） 

本人の状況が確認できない場合コアメ
ンバー会議で立入調査実施の判断 
 

※この終結とは、あくまでも「虐待対応としての終結」

であり、必ずしも本人や養護者への関わりが終結する

わけではありません。地域で安定した生活を継続する

ために、必要に応じて、権利擁護対応や従来の相談支

援対応に移行するようにします。 

（７）モニタリング（状況把握） 

法第 11条 

状況の反映 

以下、 
終結まで 
(5)～(7)の 
繰返し 

Ａ
シ
ー
ト
の
記
載
対
象 

Ｂ
シ
ー
ト
の
記
載
対
象 

Ｃ
シ
ー
ト
記
載 

※レビュー会議 

の開催 

 

(5)～(7)の繰返しの

間、定期的にレビュ

ー会議を開催し、全

ケースの振りかえり

（レビュー）を行

う。 
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２：障がい者虐待対応レビューシートの書き方 

 それぞれのシートの書き方、使い方については以下のとおりです。 

  

２－１．Aシートの書き方 

 ※Ａシートの Sheet2記入例をご参照ください。 

Ａシートには、以下の国調査（第 3票「養護者による障害者虐待に関する調査票」）の項目

と、それに関連したケースの基礎情報について、個別ケースの担当者（ケースの内容を理解し

ている職員など）が記載していきます。 

 

【国調査項目】 

相談・通報・届出者、事実確認の有無、事実確認状況、事実確認日、事実確認までの日数、虐

待の有無、虐待類型・虐待の程度、身体拘束の有無、経済的虐待の内訳、障がい種別、性別、

年齢、障がい支援区分、障がい福祉サービス等の利用状況、行動障がいの有無、虐待者との同

居、被虐待者の世帯構成、虐待者との関係（続柄）・年齢・性別、虐待の発生要因や状況、分

離の有無、過去の虐待の有無、分離・非分離の内容、権利擁護の対応実施状況 

 

国調査の項目に関し「年齢」以外の項目はセルのプルダウンリストから選ぶようになってい

ます。 

なお、虐待者に関する情報や虐待類型などの虐待の状況、分離などの虐待対応については、

虐待認定した事例に関する項目になりますので、「虐待の有無」欄で「有」とした場合にのみ

記載します。通報の段階で先に状況を記載しておいた場合には、組織として虐待認定をした後

に、通報時の内容から変わっている可能性があるので、必ず虐待認定をした内容となっている

かを確認し、修正して下さい。 

（※「集計用」のシートでは、虐待「有」とした事例についてのみ、それ以降の項目の集計をする

ようになっています。通報段階で先に状況を記載し、その後虐待「無」となった事例については、

記載してあっても集計には影響しませんので、修正や削除をしなくても差し支えありません。） 

 

また、虐待の程度については、大阪府障がい者虐待対応マニュアル 様式３（事実確認チェ

ックシート）を参考に、事実確認を行った内容をもとに該当する程度（重度・中度・軽度）を

選択します。（Sheet10にも参考資料として抜粋したものを掲載しています。） 

 

【国調査項目以外の基礎的な情報】 

対象者（被虐待者）氏名、相談受理日、通報歴、受理機関、通報内容メモ、虐待認定日、所持

手帳の種別、経済状態 

 

氏名、相談受理日、通報内容メモ、虐待認定日、経済状態以外はプルダウンリストから選ぶ

ようになっています。 

虐待認定は行政の判断として行うので、何（どの事実）を根拠に、いつ判断したかを明確に
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しておくことが必要です。虐待者や家族、支援者などから何を根拠として虐待認定したかにつ

いて説明を求められたり、行政が行った措置に関し訴訟を提起された場合の対応のためにも、

認定した事実、根拠とともに認定日を記載しておきます。 

※虐待無しと判断した場合には、「個別ケースの記録」及び「Aシート項目 15」において、

判断に至った事実、根拠を明確にして記載しておきます。 

 

２－２．Ｂシートの書き方 

 ※巻末のＢシートの記載見本をご参照ください。 

 Ｂシートは、Ａシートの虐待の有無で虐待有（虐待が疑われるものも含む）と認定したケー

スについてのみ記載するものです。 

Ｂシートは、Ａシートで記載したエクセルの行を右へ、個人の行ごとに記載するようになっ

ています。 

 市町村での虐待対応のために配布している「障がい者虐待対応マニュアル（令和５年９月改

定）」（以下、「対応マニュアル」という。）巻末の以下の様式に対応しており、各様式を参照し

たり転記してＢシートが作成できるようにしています。（Ｂシートの項目名の欄にも参考様式

を明記しています。） 

 ・様式３「事実確認チェックシート」 

 ・様式５「対応方針検討会議記録シート」 

 ・様式７「モニタリングシート」 

  

① 初回の対応方針検討会議の状況について 

【初動期チェックシート：様式３、様式５ 参照】 

当初の虐待の内容や支援策、虐待の要因として考えられるものを記載することで、その後の

状況の変化がわかり、支援策の修正や終結への判断を行う時に役立ちます。 

記載は、プルダウンリストから選択する虐待の程度以外の項目には、具体的な状況を記載す

るようにしています。主な項目については以下により記載してください。 

 

１ Ｎｏ．、２ 対象者氏名 

Ａシートで使用したNo.を記載します。No.を入力すると対象者氏名が自動的に入力されます。 

 

３ 初回の対応方針決定会議の開催日 

Ｐ．５「１－２．各シート記載の流れについて」のフローの「（５）対応方針決定会議の開

催」の初回の開催日について記載します。 

 

４ 事実確認できた虐待の状況 

対応マニュアルの「様式３：事実確認チェックシート」の内容を参考に 100文字程度に要

約して記載します。 
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５ 介入前の虐待の程度 

通報・相談を受け、事実確認を行い、介入を行う前の虐待の状況について記載します。下記

の（表１）「虐待の程度について」の大阪府障がい者虐待対応マニュアル 様式３（事実確認

チェックシート）を参考に、事実確認を行った内容をもとに該当する程度を記載します。 

 虐待が終結するまで、定期的にケースの振り返りを行いますが（Ｐ．11 Ｃシートの書き

方を参照）、介入前の虐待の程度、状況を記載しておくと状況の変化がわかりやすくなります。 

 

（表１）虐待の程度について 

 大阪府障がい者虐待対応マニュアル 様式３より抜粋 
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６、虐待の要因として考えられるもの 備考欄 

 虐待対応にあたり、緊急性の有無の判断を行い、事実確認を行った情報等をもとに、対応方

針検討会議において虐待の認定、虐待の要因の分析を行い、虐待要因を解消するための支援へ

つなげていきます。 

 対応マニュアルの「様式５：対応方針検討会議記録シート」においても、「虐待の状況・発

生要因等」、「その他リスク要因」について記述することとなっています。 

 Ａシート 52～69行目では「虐待の発生要因や状況」の項目があり、 個別ケースにおい

て、虐待の要因を具体的に分析した内容をもとに選択するようになっていますが、その他に虐

待の要因として注記しておく点があれば、この備考欄に記載しておくことができます。 

 

 

② 初回のモニタリングの状況について 

【対応マニュアル：様式７ 参照】 

 モニタリングとは、Ｐ．５「１－２．各シート記載の流れについて」のフロー図の「（７）

モニタリング（状況把握）」を指します。 

 「②初回のモニタリングの状況」においては、初期対応の効果や課題について明確にし、今

後の継続的な支援のあり方について記載して下さい。 

   

７ 具体的な支援の内容とその結果 

８ その他の支援課題・リスク等 

 対応マニュアルの「様式７：モニタリングシート」の「到達目標に対しての支援実績」や「そ

の他支援課題・現時点で考えられるリスク等」の欄などを参考にして、個別ケースの当初の支

援についてのモニタリングの状況を記載します。 

 

９ 次の支援方針 

 対応マニュアルの様式７の「次回会議までの支援」の欄を参考に、次の支援の方針として、

支援計画を継続していくのか、変更するのか、終結とするのか、組織としての判断をプルダウ

ンリストから選びます。 

 

10 ＜「９ 次の支援方針」で「支援計画変更」の場合＞ 変更した支援方針や課題 

 「９ 次の支援方針」で「支援計画変更」を選択した場合には、変更後の支援を具体的に記

載します。 

 

11 ＜「９ 次の支援方針」で「終結」の場合＞ 引き継ぎ先及び引き継ぎ内容 

 「９ 次の支援方針」で「虐待事案終結」と判断した場合には、障がい者虐待としては終結

し、通常の支援が必要な場合はその引き継ぎ先や連携先、障がい者虐待以外の虐待事案として

移管する場合は移管先などを記載します。 

 障害者虐待防止法に基づいた対応が終結しても、必要な支援があれば明確にしておくことが
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できます。 

 

12 次回評価日 

 今回の支援方針について、効果を評価する時期を記載します。（次回計画評価予定日） 

 

 

③  虐待事案の終結について 

 虐待事案での終結は、コアメンバー会議など管理職の出席した会議において、組織として終

結の判断を行います。 

 

【市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応】（厚労省 R5.7改定マニュアル）より 

 「虐待対応の終結とは、虐待行為が解消されたことにより障害者虐待防止法による対応を終

了することです。これは、行政の責任として、虐待対応の終結を判断することを意味します。

このときの判断基準としては、虐待行為そのものの解消だけでなく、虐待の発生要因が除去さ

れることにより虐待行為が発生しないと判断されることが必要です。虐待対応が終結した後

も支援が必要な状態が継続することがありますが、虐待対応と通常の支援は区分して扱う必

要があります。虐待対応が終結したと思われた時点で状況を整理してコアメンバー会議に諮

り、支援関係者の意見も踏まえながら組織的に虐待対応の終結を決定します。その後の生活の

支援については、通常業務として市町村や相談支援事業所に引き継ぐとともに、虐待の再発が

あったとき等に速やかに把握できるよう、必要な関係機関に情報を提供するとともに情報共

有に努めます。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な終結の目安（例） 

○虐待者が支援を継続的に受け入れており、かつ一定の関係機関で対応可能な状況が一定期間

（例：6ヶ月）確認されていること。 

○虐待行為が解消され、虐待リスクへの対応策を講じ一定期間虐待の事実が見られず安定した状

態が続いており、リスクが生じたときもすぐに把握できる支援体制が整っていること（相談支

援事業所やサービス事業所など状況を把握できる機関につながっていること） 

 

※個別の事例によって、終結に向けた必要な見守り（モニタリング）期間は異なります。 

事例によって終結の目安（目途）を想定しておくようにします。 
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２－３．Ｃシートの書き方 

 ※巻末のＣシートの記載見本をご参照ください。 

 Ｃシートは虐待認定した全ケースの振り返りを行うレビュー会議に使用するためのシート

です。虐待無しとしたケースについては不要です。 

 

個別の障がい者虐待対応の流れ（Ｐ．５「１－２．各シート記載の流れについて」フロー図

参照）の中で、「（５）対応方針検討会議の開催」から「（６）支援の実施」、「（７）モニタリン

グ（状況把握）」の部分がＣシートの記載内容にあたり、ケースが終結するまで繰り返し行い

ます。 

 

障がい者虐待対応課において、数か月に一回、全事案の直近の状況を一覧で振り返り、把握

するためにレビュー会議を行います。レビュー会議の前には、各ケースの担当者が担当ケース

の直近の状況をＣシートに記載しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ Ｎｏ．、２ 氏名 

Ａシートで使用した番号等を記載します。 

虐待認定で虐待なしとなったケースのＮｏ．をとばして、行を詰めて記載していきます。 

 

３ 直近のモニタリング、対応方針検討会議等実施日 

  ４の直近のケース概要を把握した時点のモニタリング、対応方針検討会議等を実施した日

を記載します。 

 

 

レビュー会議とは？ 

虐待事例の進捗管理を複数の視点でチェックし、組織としての振り返りを行う場です。担

当者や、責任者個人によるケースの進捗管理では、対応が滞っているケースの見落としや、

判断が個人の見解に偏ってしまう懸念があるため、できるだけ複数の関係者（課長、担当

者、必要に応じて関係機関）が出席した会議の場で、組織として進捗管理できる体制を整

えることが重要です。 

 

レビュー会議では、主に Cシートを活用し、3ヶ月～6ヶ月程度に 1度、定点で全ての

ケースの直近の状況の報告を行い、 

・モニタリング、対応方針検討会議が適切な時期に行われているか、 

・気になるリスクはないか、 

・終結や継続的支援の判断が適切にされているか、 

などを判断します。 

 

レビュー会議の場では、必要に応じ、ケースの担当者から直近の状況がより具体的にわか

るよう報告するようにしてください。 

 

レビュー会議でリスクを感じたケースについては、別途、モニタリングや個別の対応方針

検討会議で検討を行います。 
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４ 直近のケース概要 

 レビュー会議の事前のケースの状況について具体的に記載します。 

 

５ 虐待のレベル 

 直近の虐待の状況ついて、重度、中度、軽度、虐待なし、をプルダウンリストから選択し

ます。虐待の程度は、対応マニュアル様式３（Ｐ.８の表１および巻末 Sheet10の参考資料

にも掲載しています）を参照してください。 

 

６ 解消されていない虐待リスク 

 未だ解消されていないと考えられる虐待リスクを具体的に記載します。 

 

７ 継続的支援の必要性 

 個別事案の担当者が考える現在の支援の状況を「継続」「終結のためのモニタリング期間

中」「終結」のプルダウンリストから選択します。レビュー会議で継続事案の全てについて

一覧で振り返りを行って、組織での判断で変更があった場合はその時に修正します。 

「終結のためのモニタリング期間中」とは、虐待行為が解消され、虐待が再発しないと判

断できるまでの虐待対応の終結に向けた一定の見守り期間と考えています。虐待が再発しな

いと判断できる期間は個別ケースにより異なるため、そのケースにより必要な期間を記載し

てください。 

 

 ８ 「７ 継続的支援の必要性」で「終結のためのモニタリング期間中」の場合の目途（期

日） 

  ７で、「終結のためのモニタリング期間中」を選択した場合、「モニタリング期間」の終期

（終結時期）の目途（期日）を記載します。 

 

 ９ 【レビュー会議後に記載】レビュー会議での意見・課題 

  レビュー会議で出された意見や課題について記載しておきます。 

 

10 終結後の通常の支援、11 支援の引継ぎ先 

 終結の場合に記載します。 

障害者虐待防止法での支援、対応が終結しても、その後の通常の生活の支援が必要な場合

は、障がい福祉サービスの支援の担当課や相談支援事業所などに状況を引継ぎます。虐待の

再発があった時などに速やかに対応できるよう情報提供、連携の状態を記載します。 
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～ワーキングでレビュー会議を開催してみて～ 

 

１．レビュー会議の実施状況 

※準備作業はＣシートの事前作成以外に独自で行ったもの 

●パターン A  

出席者 ：障がい福祉主管課職員、委託相談事業所（2ヵ所）職員 

実施頻度：毎月１回 

位置づけ：自立支援協議会の権利擁護部会の中で実施 

準備作業：年度当初からの新規ケースと継続ケースすべてについて、各担当から確認した直

近の状況を一覧にした資料を作成。 

検討時間：１回の会議につき１時間以内  

●パターン B  

出席者 ：障がい福祉主管課長・課長代理・係長・係員 

実施頻度：４か月に１回程度 

準備作業：虐待対応担当者がCシートを記載。 

検討時間：１時間強。１ケースにつき 10～15分程度。1回５事例程度。 

●パターン C  

出席者 ：障がい福祉主管課次長、虐待担当職員４人（委託先含む）、医師、弁護士、委託相談支

援事業所代表２人、自立支援協議会権利擁護部会代表２人、保健所精神保健福祉相談

員、各福祉事務所 

実施頻度：３ヶ月に１回 

位置づけ：市障害者虐待防止対策事業実施要綱に基づく 

準備作業：外部の出席者との調整 

検討時間：１回２時間～２時間半 
・新規虐待認定ケース約 10件(80分)・虐待認定しなかったケース約 10件(15分) 

・継続ケース約 15件(15分)    ・通報状況の報告 

●パターン D  

出席者 ：障がい福祉主管課虐待担当係長１人、虐待防止センター職員１人 

今後は、課長補佐級又は課長級を交えて 5人程度の規模で実施していきたい。 

実施頻度：６か月に１回 

位置づけ：位置づけは現在は無いが、ゆくゆくは虐待防止ネットワーク会議の委員から数名

を加え、規模を大きくしたい。 

検討時間：１ケースあたり５～30分  

●パターン E  
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出席者  ：虐待防止センター担当係長、虐待業務主担職員 

実施頻度：1年に 2回 

準備作業：会議では紙資料ではなくレビューシートを映写して進める 

検討時間：７ケースを約１時間程度 

１ケースあたり約１０分 

 

２．レビュー会議を行う中で確認できた課題（具体的なケース対応での課題） 

・通報受理時に緊急性はないと判断したケース等について、一旦連絡を入れたが不在の場合

などに対応が停滞しがちになっていた。 

・連絡がつかないケースや、状況把握が困難なケースは、日々の他のケース対応の中で停滞

してしまう。 

・性的虐待のサインをどうキャッチするかが難しい。 

・児童虐待からの継続ケースやアルコール依存のケースなど対応が困難なケースでの課題

が明確になった。 

・ケンカが日常化している家庭等で、障がい者虐待で被虐待者であった方が、一方で高齢者

虐待の虐待者となっているなどがわかった。 

・支援者によって方針、考え方が違う場合には対応が立てにくかった。 

 

３．レビュー会議を実施してみて良かった点（虐待対応向上や組織としての進捗管理面な

ど） 

・レビュー会議のために定期的に全ケースを見直しを行うため、対応の漏れのチェック、案

件の見直しができ、進行管理が徹底できる。 

・担当者だけで抱える状況が軽減でき、停滞していたケースの動き出しのきっかけとなっ

た。 

・虐待の判断・対応について、他の第 3者の意見をもらうことができた。 

・ケース変化が具体的に把握でき、職員間で共有できた。 

・早期に適切な対応ができていることを評価できる。 

・関係機関にレビュー会議に加わってもらうことで、虐待の現状やネットワークの必要性を

理解してもらえた。様々な効果がありそうなので、今後レビュー会議の規模を大きくして

いき、意義を高めたい。 

 

 

２－４． 施設従事者シート、使用者シートについて 

  施設従事者シートと使用者シートは、国調査の項目と事案の基本的情報について記載する

ものです。 

  通報を受理してから、事実確認の有無、被虐待者の安全確認や事業所調査を行った日、虐

待の判断をした日、障害者虐待防止法第 17条の施設従事者虐待についての府への報告、使

用者虐待について同法第 23条の府への報告を行ったかなど、一連の虐待対応に漏れがない

か進捗管理に使用できます。 
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平成 26年度 大阪府障がい者虐待要因分析ワーキング 

 

 

市町村委員  堺市 

         岸和田市 

豊中市 

高槻市 

         柏原市 

東大阪市 

交野市 

        

オブザーバー 大阪府障がい者自立相談支援センター 

         大阪府こころの健康総合センター 

 

事務局    大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課 

令和元年７月 改訂 

事務局    大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課 

令和６年３月 改訂 

事務局    大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課 


